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１．序論 

 

我が国の水環境は20世紀の工業化・都市化を背景に次

第に深刻化していった．近年では，内湾・内海・湖沼と

いった閉鎖性水域における有機汚濁物質による汚染が社

会問題となり，特に後背地に大きな汚濁源を有する東京

湾・伊勢湾・瀬戸内海において問題となっている．その

ため，広域的な閉鎖性水域の水質改善を図ることを目的

に，当該水域に流入する汚濁負荷量の総量を規制する総

量規制制度が導入され，水質の改善が進められてきた．

しかし，こうした取組みにもかかわらず，これらの閉鎖

性水域では依然として環境基準の達成が実現されていな

いのが現状である． 

他方で，近年，環境意識の高まりを背景にして，悪化

した水循環の再生を目指した取組みが各地で実施され始

めている．東京湾の「東京湾再生プロジェクト」，伊勢

湾の「伊勢湾再生推進会議」など，関連省庁・都道府

県・市町村が連携して再生計画を作成し，具体的な取組

みを実施し始めている．しかし，これらの流域圏には大

都市や中小都市，農業地域，森林地域等の様々な地域が

存在しており，削減に向けた取組みの容易な地域と困難

な地域が混在している．このような流域圏で効率的な汚

濁負荷の削減を実現するためには個々の取組みではなく，

地域間で連携して対策を行っていく必要がある．そのた

めには新たに地域間の取組みを経済的に支える制度の導

入が求められる． 

こうした取組みを経済的に支える制度の一つに「排出

権取引」がある．「排出権取引」は環境政策の経済的手

法の一つであり，汚濁負荷の排出主体に排出権を配分し， 
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各排出主体がそれぞれの削減費用と市場での排出権価格

を勘案し，費用が最小となるように排出権の市場取引を

行う制度である．これによって，流域全体で対策の効率

的な実施が図られ，対策にかかる費用を最小化すること

ができると言われている．しかし，こうした新たな制度

を導入した場合には，様々な社会経済的影響が発生する

ことが予想されるため，それらの影響を事前に評価して

おくことが必要である． 

そこで，本研究では排出権取引の影響評価モデルを提

案し，さらにそのモデルを実際に閉鎖性水域である伊勢

湾に適用することで，排出権取引導入の影響が，地域に

よってどのように波及するのか，汚濁負荷削減対策がど

のように進展するかなどについて分析することを目的と

する． 

 

２．排出権取引制度 

 

（１）排出権取引の理論的側面と事例 
 現在，水質汚濁負荷の削減政策は排出規制や総量規制

などのように直接規制による手法が主流となっている．

これは，規制対象が明確であり，導入しやすいことや，

規制される側としても受け入れやすいことが理由に挙げ

られる．しかし，直接規制は削減費用の大小を十分に考

慮しないで削減量を決める場合が多いため，規制主体に

よって削減の限界費用が異なることが多い．そのため，

経済的な観点から効率的な削減が実現されていないなど

の問題も有している．こうした問題点を解決し，より効

率的な削減を実現するための方法として，経済的手法を

導入することが提案されている．経済的な手法には，環

境税や補助金等のほか，近年では排出権取引の導入が検

討されている．排出権取引は，目標とする汚濁負荷の排

出量に合わせて排出権の初期配分を行い，各排出主体が

汚濁負荷の削減費用と市場での排出権の価格を比較して

対策費用が最小となるように排出権の取引を行うことに

よって，流域全体での限界費用が一致し，汚濁負荷の削

減にかかる費用を最少化するという手法である． 

 水質汚濁の排出権取引の事例としては，アメリカで行



われている「水質取引政策」が挙げられる．これは，ア

メリカの連邦水質浄化法で定められた総量規制の義務を

達成するために汚濁負荷削減クレジットを取引すること

を認めたものである．これによって，コネチカット州の

事例では削減費用の約 20％を削減することができると推

計されている．1)しかし，日本でこうした水質汚濁の排出

権取引を導入した事例は無いのが現状である．そのため，

日本で排出権取引市場を導入するためには，その影響を

事前に評価しておくことが重要であり，以下で説明する

ような様々な検討が行われてきている． 

 

（２）排出権取引の検討事例 

国土交通省 2)では，「下水道事業における排出枠取引

制度に関する検討」として，排出枠取引の導入における

検討課題と導入のあり方について検討し，課題整理を行

っている．この検討では，東京湾流域の下水道事業者を

対象とした排出枠取引モデルの検討を行っている．この

モデルでは，対象流域を東京湾流域の 1 都 3 県３市（埼

玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千

葉市）とし，流域内の下水処理場で高度処理に伴う汚濁

負荷排出枠を取引するものと仮定している．排出枠取引

の効果は，全体の対策費用の最大 10％程度と示されてい

る．都県別では，東京都が売却，埼玉・千葉・神奈川県

が購入となり，削減効果は埼玉県・千葉県・東京都で約

10％，神奈川県で約20％となると推計されている. 
 石田ら 3)も同様に東京湾の下水処理場を対象に高度処

理にかかる費用の最小化に関する検討を行っている．こ

の研究では，取引を行うための協議会を設置し，取引に

係る手間を省くために，各下水処理場が個別に協議会と

取引するのではなく都県ごとに一括して協議会と取引す

る方法を導入している．また，初期排出枠の設定方法と

して，現状の汚濁排出量に比例させて各排出源に配分す

る方法ではなく，各処理場の排水量に比例させた初期排

出枠を配分する方法を用いている．これは，現状の排出

量に比例させる方法では，すでに高度処理を導入してい

る下水処理場の初期排出枠が小さくなり，取引上不利に

なってしまうことが考えられるためである．その結果，

費用の節約効果は東京湾流域全体で約 27％になると推定

されている．この研究では，排出権の均衡価格は 77（万

円／t.CODeq）となった． 
 東京湾以外で排出権取引を検討した事例としては，日

本下水道事業団ら 4)が伊勢湾流域の下水処理場を対象と

した検討も行っている．この検討では，伊勢湾流域の 3
県１市を対象とし，検討の結果，伊勢湾全域の高度処理

導入に係る費用の約20％削減できる結果となった． 
下水道事業者以外の取引を検討した事例としては，島

田ら 5)が霞ヶ浦流域を対象とした排出枠取引モデルを提

案している．このモデルでは，これまでの検討では下水

処理場の高度処理化に伴う排出枠の取引を対象としてい

たのに対し，農村部の汚濁負荷削減対策による削減効果

に関しても排出枠の取引を認めている．これは，点源

系・面源系を含めた総合的かつ効率的な汚濁負荷削減を

図り，水質環境基準の達成を促進することを目的とした

ものである．この研究では，下水処理場の高度化に伴う

削減単価よりも農業対策の削減単価の方が低いことから，

高度処理と同時に面源対策を推進することが有効である

と示されている．その結果，農業対策を進展させること

によって汚濁負荷の削減費用を約 19％削減できることを

示している． 
 

（３）本研究の位置づけ 

これらの研究から，排出権取引市場の導入により効率

的な汚濁負荷削減対策の実施が可能になることが明らか

にされてきているが，他方で，これらの研究は，何れも

下水道整備計画における対策や湖沼水質保全計画におけ

る対策等，技術的対策を対象とした排出権取引の導入に

ついて検討が行われ，排出権取引の導入により当該分野

の予算の範囲内で技術的対策を効率的に実施することが

可能になることを示しているに過ぎない．しかし，今後

更なる水質の改善を図るためには技術的な対策だけでな

く，汚濁負荷の発生量が多い産業の生産規模を縮小する

などといった経済的な対策を行うことも必要になってく

ると考えられる．しかし，技術的対策だけでなく経済的

対策も含めた排出権取引を導入した場合には，様々な社

会的影響が発生することが予想される． 
 そこで本研究では，汚濁負荷の削減目標に応じた排出

権をそれぞれの地域に初期配分し，各地域の産業が排出

権取引市場から排出権を購入して生産を行うという排出

権取引制度を仮定し，こうした新たな制度の導入によっ

て，技術的な対策や経済的な対策がどのように進展する

のか，また，こうした対策を実施するための費用負担を

誰が行うことになるのかを明らかにする影響分析モデル

の開発を試みる。 
 

３．排出権取引の影響評価モデル 

 

（１）モデルの全体構成 

本研究では，排出権取引市場を導入することによって

発生する経済活動や汚濁負荷削減政策への影響を評価す

るために図-3.1 に示す影響評価モデルを提案する．この

モデルは，1）経済的対策モデルと 2）技術的対策モデル

の 2 つのサブモデルから構成される．経済的対策モデル



では，汚濁負荷の削減目標を達成するために初期配分さ

れた排出権を取引することで，排出権の価格を決定する．

このときに，対象地域でどのような経済的対策が行われ

るかを分析する．技術的対策モデルでは，経済的対策モ

デルで求められた排出権取引価格に基づいて，汚濁負荷

削減の技術的対策がどの程度実施されるのかを決定する．

そこで，技術的対策の実施に伴って経済的対策モデルに

入力する汚濁負荷係数が変化するため，対策実施後の汚

濁負荷係数を経済的対策モデルに入力し再び排出権取引

を行い，新たに排出権価格が決定する．そして，経済的

対策モデルと技術的対策モデルを相互に繰り返し計算す

ることで最終的に実施される対策および各地域の費用負

担などを測定することができる． 

このモデルで取り扱う取引汚濁物質には，COD，T-N，

T-P を一元化した T-COD を用いる．閉鎖性水域では有機

汚濁物質は内部生成による割合が高く COD のみの削減で

はなくT-N，T-Pを含めた総合的な削減が必要であるため，

3 種の汚濁物質を一元化した値で取引を行うものとした．

T-N，T-P に関しては，換算係数を用いてCOD 当量に換算

した値で取引を行う．換算係数に関しては、石田ら 3)の

算出した値を参考に，COD:T-N:T-P=1:19.7:142.5 を用い

る．次節以降で 2 つのサブモデルの詳細について説明す

る． 

 

 

（２）経済的対策モデル 

 経済的対策モデルでは，応用一般均衡モデルを用いて

排出権取引市場の影響評価を行う．これは，排出権取引

市場という現実には存在しない仮想市場を導入する場合

に，コンピュータ上で影響の評価を行うことができるか

らである．応用一般均衡モデルを用いることで，排出権

は経済市場内で取引され，需要と供給が均衡する価格が

決定される．つまり， 

∑∑∑ =
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r

r i
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の関係が成立する．ここで， r
iD は排出権の需要， rS は

排出権の供給，r は地域，i は産業． 

排出権の需要関数は産業の生産によって決定される．

各産業は図-3.2 に示すような生産関数のもとで生産を行

っているものとする．つまり，労働・資本・域外財・対

象地域での生産物については，通常の応用一般均衡モデ

ルと同様な多段階 CES 型関数を用いて結合され，さらに

最上位でその合成財が排出権と結合されるような生産関

数を仮定する．このとき，合成財と排出権はレオンチェ

フ型関数で結合され，一定の生産を行うためには一定の

排出権を投入する（汚濁負荷を排出する）必要があるも

のとする．また，この投入係数（汚濁負荷係数）は対策

を行うことによって変化するものとする． 

他方，排出権の供給関数は，排出権の初期配分によっ

て決定される．本研究では汚濁負荷の削減目標（α％）

を達成するために，汚濁負荷の大きさ rS 0 に応じた排出

権を各地域に割当てる．つまり，汚濁負荷の初期配分を

rS1 とすると， 

( ) rr SS 01 100/1 α−=   （3.2） 

そして，各地域は配分された排出権の中から自地域の生

活活動によって発生する汚濁負荷量の分を除いた排出権

を市場に供給するものとする．各地域は技術的対策を行

うことによって，自地域から発生する汚濁負荷量を削減

できるため，市場に供給することができる排出権の総量

を増やすことができる．さらに，排出権を売却すること

によって得た収入を技術的対策の費用とすることができ

る． 

 

 

 

図-3.1 モデルの全体構成 
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（３）技術的対策モデル 

 本研究では，技術的対策として１）下水処理施設整備，

２）高度処理の導入，３）溶出抑制型肥料の導入を対象

として分析を行った．技術的対策モデルでは，それぞれ

の対策ごとに対策の費用と効果を算出し，効果が費用を

上回る場合に対策が実施されるものとした． 
 
１）下水道処理施設整備 

 下水道処理施設整備には，管渠施設・ポンプ施設・2

次処理施設の建設が必要であり，それに伴って維持管理

費が発生する．また，2 次処理施設には用地費用も必要

である． 

管渠施設の費用は，管渠網統計則を用いる．7）これは，

河川工学で用いられる河川網則を下水管に適応したもの

である． 

ポンプ施設および 2 次処理施設の建設費用は処理場の

規模によって決定される．そのため，計画処理水量など

をパラメーターとする式(3.3)などを用いて求めるものと

する． 

)1.81/7.106(51.85 598.0
11 ××= QC    (3.3a) 

7229.0
22 18.932 QC ×=              (3.3b) 

ここで， 1C はポンプ施設の建設費， 1Q は全体計画の揚

水量 )/( 3 分m ， 2C は 2 次処理施設の建設費， 2Q は日

最大処理水量 )/( 3 日千m ．8) 

また，対策の効果は，施設の整備に伴って，処理水質

が改善されるため処理人口に改善分の処理水質を乗じる

ことによって式(3.4)のように求める． 

)()( 1

3

1 321
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＝     (3.4) 

ここで，Aは汚濁負荷の削減量，a は処理水質，r は整

備率， 1X は新規の 2 次処理人口．また，iは処理方法を

示し，0：2 次処理，1：農業集落排水施設，2：浄化槽，

3：し尿処理を表す． 
 
２）高度処理の導入 

 高度処理の導入には，高度処理施設を建設することが

必要であるとし，それに伴って維持管理費と用地費用が

かかる．高度処理施設の建設費も同様に式(3.5)の費用関

数を用いて求めるものとする． 

)1.105/7.106(14.353 4646.0
23 ××= QC     (3.5) 

ここで、 3C は高度処理施設の建設費， 2Q は日最大処理

水量 )/( 3 日千m ． 

また，対策の効果に関しても，2 次処理施設の整備と

同様に処理水質の改善分に処理人口を乗じることによっ

て求める． 
 
３）溶出抑制型肥料の導入 

 溶出抑制型肥料の費用と効果に関しては，島田ら 5)の

推計した値を参考にして求めた．その値を表-3 に示す．

これらの値に農地面積をかけることによって費用と効果

をそれぞれ算出する． 
 

表-3a 溶出抑制型肥料単価 

 単位年費用

（円/t年）

単位面積当たり必要量

（t/km2年） 
水稲田 46000 40 
畑地 48000 23 

 

表-3b 単位当たり削減量 

汚濁負荷削減量 
（kg／t） 

 

T－N T－P 
水稲田 6.0 ― 
畑地 8.6 0.1 
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